
　
町
長
が
住
民
の
方
々
か
ら
直
接

町
政
に
関
し
て
ご
意
見
を
聴
く
機
会

で
す

　
一
組
に
つ
き

三
十
分
の
時
間
で

町
長
と
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
す

▼
と
　
き
　
一
月
三
十
日

金

午

前
九
時

正
午
▼
と
こ
ろ
　
役
場
一

階
　
監
査
委
員
室
▼
対
　
象
　
町
内

に
在
住
・
在
勤
の
個
人
ま
た
は
五
人

ま
で
の
団
体
▼
募
集
数
　
六
組

応

募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

▼
締
切

り
　
一
月
十
五
日

木

▼
申
込
み
・

問
合
せ
　
総
務
課
企
画
財
政
・
情
報

係
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﹁
町
長
と
の
対
話
﹂を

行
い
ま
す

相
　
　
　
　
　
　
　
談

介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
制
度

ど
う
変
わ
る
？

ど
う
変
わ
る
？

介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
制
度

ど
う
変
わ
る
？

ど
う
変
わ
る
？

介
護
保
険
制
度

ど
う
変
わ
る
？

　
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
制
度
の

改
正
に
つ
い
て
五
回
に
渡
り
お
知
ら
せ
す
る
コ

ー
ナ
ー
で
す
。

　
二
回
目
と
な
る
今
月
号
で
は
、﹁
一
定
以
上
所

得
者
の
利
用
者
負
担
の
引
き
上
げ
﹂
と
、﹁
施
設

入
所
者
向
け
の
食
費
・
居
住
費
の
補
助
条
件
の

見
直
し
﹂に
つ
い
て
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

︵
１
︶一
定
以
上
所
得
者
の
利
用
者
負
担
の
引
き
上
げ

　

制
度
開
始
以
来
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
場
合
、
所
得
に
関
わ
ら
ず
利
用
者
負
担
を
一

割
と
し
て
き
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
七
年
八
月
か
ら
一
定
以
上
の
所
得

の
あ
る
方
は
、
利
用
者
負
担
を
二
割
に
引
き
上

げ
ま
す
。

　
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
と
は
、
六
十
五

歳
以
上
の
被
保
険
者
の
う
ち
、
合
計
所
得
金
額

が
百
六
十
万
円
以
上
︵
単
身
で
年
金
収
入
の
み

の
場
合
、二
百
八
十
万
円
以
上
︶の
方
で
す
。

　
な
お
、二
割
負
担
と
な
る
か
ど
う
か
は
、世
帯

ご
と
で
は
な
く
個
人
ご
と
の
所
得
状
況
で
判
断

し
ま
す
。

︵
２
︶
施
設
入
所
者
向
け
の
食
費
・
居
住
費
の
補

助
条
件
等
の
見
直
し

●
補
助
条
件
の
見
直
し

　
現
在
、住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
、特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
や
介
護
老
人
保
健
施
設
な
ど
で

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、食
費
・
居
住

費
の
一
部
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
平
成
二
十
七
年
八
月
か
ら
は
、
利
用
者
が
住

民
税
非
課
税
世
帯
と
い
う
条
件
以
外
に
、
次
の

①
②
も
条
件
に
加
わ
り
ま
す
。

　
①
利
用
者
の
配
偶
者
が
住
民
税
非
課
税
者
で

あ
る
こ
と︵
世
帯
分
離
し
て
い
る
場
合
も
含
む
︶。

　
②
預
貯
金
等
が
単
身
の
場
合
は
一
千
万
円
以

下
、
夫
婦
の
場
合
は
二
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ

と
︵
現
段
階
の
予
定
︶
。
預
貯
金
等
に
は
、
現
金
・

預
貯
金
・
信
託
・
有
価
証
券
な
ど
が
含
ま
れ
、
生

命
保
険
・
貴
金
属
・
そ
の
他
の
動
産
な
ど
は
対
象

外
で
す
。

●
補
助
段
階
の
決
定
方
法
の
見
直
し

　
食
費
・
居
住
費
の
一
部
補
助
が
受
け
ら
れ
る

場
合
、
従
来
は
合
計
所
得
金
額
と
課
税
年
金
収

入
額
で
、補
助
額
の
段
階
を
決
定
し
て
い
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
七
年
八
月
か
ら
は
、
合
計
所
得
金

額
と
課
税
年
金
収
入
額
以
外
に
非
課
税
年
金︵
遺

族
年
金
、障
害
年
金
︶も
勘
案
し
て
補
助
段
階
を

決
定
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
利
用
者
負
担
や
補
足
給
付
の
見

直
し
は
、急
激
な
保
険
料
上
昇
の
抑
止
、現
役
世

代
の
過
度
な
負
担
の
軽
減
、
高
齢
者
世
代
内
の

負
担
の
公
平
化
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
福
祉
課
高
齢
者
・
介
護
係
　
☎
28
・

０
１
０
０
　

広報とよやま平成27年1月号

町政あんない11

町

政

あ

ん

な

い

第2回

●よろず相談
と　き　1月21日（水）
　　　　午後1時〜午後3時
ところ　役場3階会議室3
相談員　行政相談委員
　　　　人権擁護委員
問合せ　総務課総務・防災係　☎28・6003
　　　　福祉課福祉・少子係　☎28・0912

●消費生活相談
と　き　1月21日（水）
　　　　午後1時〜午後3時
ところ　役場3階会議室3
相談員　消費生活相談員
問合せ　都市計画課地域振興係　☎28・2463

●いのちの相談
「いのちの電話」（通話無料）
受付時間　毎月10日　
　　　　　午前8時〜翌日の午前8時
　　　　　☎0120・738・556

「名古屋いのちの電話」（通話有料）
受付期間　24時間いつでも
　　　　　☎052・931・4343
問合せ　福祉課福祉・少子係  ☎28・0912

●子育て相談
と　き　月曜日〜金曜日（祝日除く）
　　　　午前10時〜午後3時
ところ　各保育園
相談員　町保育士
問合せ　豊山保育園　☎28・2888
　　　　冨士保育園　☎28・3459
　　　　青山保育園　☎28・3562

●母子家庭自立支援・就業相談
と　き　1月13日(火)
　　　　午前10時〜午後3時30分
ところ　役場1階　相談室
相談員　愛知県母子自立支援員
問合せ　福祉課福祉・少子係　☎28・0912

●女性相談
と　き　1月15日（木）
　　　　午前10時〜午後3時30分
ところ　役場1階　相談室
相談員　愛知県女性相談員
問合せ　福祉課福祉・少子係　☎28・0912

●家庭児童相談
と　き　1月16日（金）
　　　　午後1時〜午後3時
ところ　保健センター2階　研修室
相談員　愛知県家庭相談員
問合せ　保健センター　☎28・3150

(※要予約)

●教育相談
と　き　月曜日〜金曜日(祝日除く)
　　　　午前9時〜午後4時
　　　　 ☎0120・28・7867
ところ　新栄学習等供用施設
相談員　町教育相談員
問合せ　学校教育課学校教育係 
　　　　☎28・2211

ナヤムナ

●心配ごと相談
と　き　1月20日（火）
　　　　午後1時30分〜午後3時
ところ　総合福祉センター
　　　　しいの木2階　相談室
相談員　民生児童委員
問合せ　社会福祉協議会　☎29・0002

●身体障がい者等相談
と　き　1月13日（火）
　　　　午前10時〜午前11時30分
ところ　総合福祉センター
　　　　しいの木2階　相談室
　　　　☎39・0776（電話相談可）
相談員　身体障害者相談員・知的障害者相談員
問合せ　福祉課福祉･少子係　☎28・0912

●しいの木児童センター子育て相談
と　き　1月16日（金）
　　　　午前10時30分〜午前11時30分　
ところ　しいの木児童センター児童クラブ室
相談員　愛知県家庭相談員
問合せ　しいの木児童センター　☎39・0114


